
船舶事故等調査報告書 

平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第２８号 

事故等名 漁船輝龍丸モーターボート輝丸衝突 

発生年月日時刻 平成２０年９月３日（水）１５時２５分ごろ 

発生場所 佐世保市高島町牛ケ首灯台から真方位２３３°７,９５０m 付近 

（北緯３４°０７.１′、東経１２９°３０.８′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年３月５日長崎・地方事故調査官がＡ船長から口述聴取、３月６

日Ｂ船長から口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 輝龍丸 ４.９トン 

ＮＳ３－５０５５２２ 

個人所有 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ モーターボート 輝丸 ５.６ｍ 

     ２９２－９９６８ 

     個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長 二級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷側中央外板に擦過傷 

事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人が乗り組み、アジの一本釣り漁の為、黒島西端沖から

南東方向へ向け魚群探索中、Ｂ船は、船長Ｂほか２人を乗せ、黒島南西沖におい

て、釣りのため北東に向首して錨泊中、平成２０年９月３日１５時２５分ごろ、Ａ船の左

舷船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

衝突時、Ａ船ではＡ船長が、操舵室にて魚群探知機及びＧＰＳにて魚群の探索にあ

たっていた。 

当時、天候は晴れで、風力３の北風が吹き、視界は良好であった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、魚群探索のため、適切な見張りを行わず、錨泊中

のＢ船を避けなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船との衝突を避けるための措置をとらなかった可

能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が魚群探索をしながら航行中、Ｂ船が錨泊中、Ａ船がＢ船に気付かな

かったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




